
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

いざという時の 

クーリングオフ 
① クーリングオフとは？ 

クーリングオフ（Cooling-off）
は、商品を購入したり、語学教室

などの契約をした時など、一定の

条件の範囲内であれば、締結した

契約を解除できるという制度で

す。通常は契約は守らなくてはい

けませんが、不利な状況のもとで

の契約や業者に強引にさせられ

た契約などは、頭を冷やして良く

考え直す期間を消費者に与え、一

定の期間内であれば消費者が業

者との間で締結した契約を一方

的に解除ができます。 
その期間というのは、８日間

（種類によっては 20 日間など）で

あり、このクーリングオフ制度を

利用して、理由を問わず無条件に

一方的に契約を解除できることに

なっています。 
 ただし、全ての契約がクーリ

ングオフできるわけではなく、街

のお店で商品を購入したり、雑誌

やインターネットなどに掲載して

いる広告を見て、自ら申し込んで

購入した場合などは、クーリング

オフできません。  
クーリングオフできない場合で

も、契約書にクーリングオフ規定

がある場合など、業者が自主的に

クーリングオフに応じてくれれば

クーリングオフできます。  
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② クーリングオフの効果 

クーリングオフした場合、業者

は違約金や損害賠償を消費者に

請求できません。また、受け取っ

ている金銭があれば、消費者に返

還しなければなりません。 
クーリングオフは、必ず書面で

行います。最も確実な方法として

は、郵便局が公的に証明してくれ

る内容証明郵便があります。 
 
 
 
 
 
 
 

 

「遺言書」 

を書いた方が良い場合 
 
巷では遺言書の話題を良く聞

く機会が増えています。ひと昔前

までは、タブー視された遺言とい

う言葉ですが、今は保険と同様に

これからの人生を有意義に過ご

す為の制度として考えられてい

ます。では、遺言書を書いた方が

良いケースはどういうものがあ

るか、今までの事例からご紹介し

ます。 
① 子供がいないケース 

ご主人と奥様の 2 人のケース

では、万一の時の法定相続分は、

ご両親がいなければ奥様に４分

の３、兄弟に４分の１ですので、

全財産の一部を兄弟にあげなけ

ればなりません。この場合奥様に

全額相続させる旨の遺言書があれ

ば全財産を奥様が受け継ぎます。 
② 奥様や長男に多く相続させる 

子供がいる場合でも、老後の資

金として奥様に全額相続させた

い。または、長男に家を継いでもら

うので他の子どもより多く相続さ

せたい場合など、法定相続分と異

なる分割をする時は、遺言書が有

効です。 
③ 奥様・子供がいないケース 

この場合は、ご両親または兄弟

が相続人となります。お世話にな

った特定の兄弟や義理兄弟に相続

させるには、遺言書が必要です。 
④ 内縁の妻に相続させる 

長年夫婦生活を送っていたとし

ても、戸籍上夫婦でなければ相続

人にはなれません。何かの理由で

籍を入れられない場合は、遺言す

ることで、内縁の妻にも相続する

ことができます。 その他に 
⑤ 認知したい子がいる 

⑥ 相続人以外に相続させたい 

などがありますが、遺言はご自分

の財産をご自分の意思でご家族

に継がせる権利で、争いがなく皆

が仲良く暮してもらうために、ご

自分でできる制度です。 
 また、遺言書を書いても 10 年、

20年も経てば、状況や考えも変わ

ってくる場合もあります。その時

は、保険と同様、その時の状況に

応じて遺言書も見直しが必要に

なってくる場合もあるでしょう。 
遺言書は、いつでも、何回でも書

き直しができるのです。 
 
 

 

http://2.bp.blogspot.com/-OAxCI8ziKwc/VA7mNHaSSHI/AAAAAAAAmMY/pWg40pJAGmk/s800/cooling_off.png


無料相談会のご案内 

確保します。例えば、 
・電子ファイルにパスワードを

設定する。 
・情報漏洩防止の為ウィルスソ

フトを入れる。 
・施錠付ロッカーに保管する 
などが挙げられます。 

④ 第三者への提供ルール 

個人情報を第三者（他人）に渡

すときは、本人の事前承認が必要

です。 
⑤ 開示ルール 

本人からの請求に応じ、個人情

報の開示をしなくてはなりませ

ん。 
 
 

 

セミナー（無料）のご案内 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
   
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

平成 29 年 5 月 30 日より個人

情報保護法が改正され、適用免除

事項が廃止され全面適用となり

ました。 
個人情報とは、生存する個人に

関する情報であって、 
① 氏名 
② 生年月日 
③ 写真など「ある特定の人物」

とわかるもの  などです。 
※個人情報の例 

・メールアドレス帳 
・スマホの電話帳 
・防犯カメラの映像 
・指紋、静脈データ 
・旅券、免許証、年金番号 
・本人が特定できる録音 

就寝前のスマホは、睡眠の敵？ 
 

①なかなか寝られない 

②寝ても疲れがとれない 

③ぐっすり眠れない 

 

このようなことはありませんか。もし心当

たりがあれば、就寝前の見るスマホやテ

レビ、パソコンなどに原因があるかもしれ

ません。  

人間の習性として、「日光があたる明

るいところでは覚醒し、夜の暗いところで

は眠くなる」という生活のリズムが備わ

っています。これには、体温や脈拍

数、血圧などを低下させ、人を休息や

睡眠に誘うメラトニンというホルモンが

関係しています。メラトニンは、強い光

を浴びると分泌量が減り、反対に暗い

ところにいると分泌量が増えるため、

人は夜になると眠くなるのです。 

スマホやテレビなど画面から発せら

れる光を受けることによって、目に入

った光の認識を脳が昼間だと勘違い

して、メラトニンの分泌を抑制してしま

個人情報保護法では、顧客や従

業員の個人情報について、守らな

くてはならない次の５つのルール

があります。概略でも覚えておく

ようにしましょう。 
① 取得のルール 

個人情報を取得する時には、何

に使うのか、使用目的を具体的に

決めておかなくてはなりません。

使用目的は、本人に伝えるか、あ

らかじめ店頭表示やホームペー

ジに掲載するなど公表しなくて

はいけません。 
② 利用上のルール 

取得した個人情報は、特定した

利用目的の範囲内でしか利用で

きません。 
③ 保管のルール 

個人情報の保管には安全性を

5 月 30日より 

個人情報保護法が全面適用 

豆知識 

のことなら     ユーカリ行政書士事務所 

お知らせ 

開催日 7 月 19 日（水）13：00～15：00 

      7 月 26 日（水）13：00～15：00 

(どんなことでもお気軽にご相談ください) 

※その他の日時はご相談ください 

場 所 三鷹産業プラザ 2 階 

受付内容         

相続・遺言 その他ご心配なこと 

ご予約は、０４２２-５７-７０３３へ 

（初回相談無料） 

 ユーカリ行政書士事務所 
ＦＰ・特定行政書士  竹内健一 
東京都三鷹市上連雀 8-8-11 
◆相談室（サブオフィス） 
東京都三鷹市下連雀 3-38-4 
   三鷹産業プラザＢ1Ｆ 

📞📞0422-57-7033  

セミナー風景 

うのです。 

すると、脳が覚醒し、眠りが浅いな

どの睡眠障害を引き起こしやすくなり

ます。 

「寝る前スマホ」による睡眠障害は

最近増加しており、厚生労働省も警鐘

を鳴らしています。 

※睡眠前は、以下に気を付けましょう 

①睡眠前１時間前はできるだけスマホ

やテレビを見ない。 

②画面の明るさを暗めに調整する。 

③ブルーカットメガネなどで対応する 

 

 

開催日 平成 29 年７月 12 日(水) 

       午後１時 30 分より 

（三鷹産業プラザ 地下１階） 

テーマ  相続と遺言について 

講  師 FP・行政書士 竹内健一 

ご予約は、０４２２-５７-７０３３ 

「暮らしの相談室」竹内まで 

 

相続・遺言 起業・経営支援 

許 認 可 内容証明 家 系 図 
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